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１１．．和和光光市市のの概概況況  

１－１．和光市の位置 

本市は埼玉県の最南端東部に位置し、東京都心から北西に約19ｋｍの場所に位置しています。 

東西約2.5ｋｍ、南北約4.9ｋｍで、面積は11.04ｋ㎡となっており、東は東京都板橋区、南は東京都練

馬区、西は朝霞市、北は戸田市に隣接しています。 

 

図．和光市の位置 

１－２．和光市の沿革 

昭和９(1934)年に東武東上線新倉駅（現和光市駅）が開設され、軍需会社の進出により小軍都として

の性格が加わり、戦後には、米軍のキャンプ朝霞が置かれ、基地のまちとして発展してきました。 

昭和28(1953)年の本田技研工場の進出を機に、工場誘致や市街化が進み、東京オリンピック開催にと

もなう周辺道路の整備や西大和団地の完成によって、都市化が一挙に進展し、今日の市の姿が形づくられ

ました。現在では、米軍基地も返還され、跡地には国の機関などの立地が進みました。 

東京メトロ副都心線の開通により、本市の交通の利便性は急速に向上し、従来からある東京外かく環状

道路と併せ、首都圏有数の交通の要衝となりました。 

また、和光市駅南口周辺の土地区画整理の進展により、本市から都内へ通勤・通学する市民が増加し、

都市近郊の住宅都市として順調に発展してきました。 

年間平均気温は16℃前後、年間降水量は約1,200ミリメートルです。 

 

１－３．和光市の地勢 

本市は低地と台地に大きく区分され、市の北側に

は、市域の３分の１を占める低地が広がっている。

台地部は、市の南側に広がり、県土の西側から東南

方向に広がる武蔵野台地の東端に位置し、標高が20

～40ｍの入り組んだ地形を形成しています。 
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２２．．上上位位関関連連計計画画等等  

２－１．上位計画 

（１）首都圏広域地方計画（平成 21 年８月／国土交通省関東地方整備局） 

国土計画法に基づく広域地方計画として、国土総合開発法のもと５次にわたって策定された「全国総合

開発計画」に代わって策定されたもの。従来の「開発基調」から人口減少下の成熟社会にふさわしい「質

的向上」への転換が示されたことを踏まえ、長期的かつ総合的な観点から首都圏の今後の発展の基本方向

を展望し、今後概ね10ヶ年間に首都圏における国土の形成に関して重点的に取り組むべき基本的な対応方

針等を明らかにしている。 

以下に計画の基本的な方向性と本市及び埼玉県に関連する具体的な内容を抜粋して示す。 

＜新たな首都圏の目指すべき方向＞ 

１．東アジア・世界のリーディング圏域としての役割 

２．日本の首都圏中枢機能を有する圏域としての役割 

３．約 4,200 万人の多様な人々が暮らし、働く場としての約割 

＜新たな首都圏の実現に向けた戦略目標 と 戦略目標に沿った広域連携プロジェクト＞ 

—１．日本全体を牽引する首都圏の国際競争力の強化 

国際ビジネス拠点の強化、産業イノベーションの創出、太平洋・日本海ゲートウェイ機能の強化、 

など 

—２．人口約 4,200 万人が暮らしやすく、美しい地域の実現 

新たな圏域構造の構築、活力あふれる都市圏及び地域の形成、生活の質の向上と良好な居住環境の

形成、水資源の安定的確保、歴史、文化、地域資源を活用したまちづくり、農林水産業の強化と農

山漁村の活性化 など 

—３．安全で安心な生活が保障される災害に強い圏域の実現 

地震・津波対策の推進、風水害・高潮・土砂災害・豪雪対策等の推進と地球温暖化にともなう影響

への対応、火山噴火対策の推進、危機管理体制の充実 など 

—４．良好な環境の保全・創出 

先導的な地球温暖化対策の推進、森林・農地の整備・保全、水と緑の保全と活用、循環型社会の形

成、大気・土壌汚染対策の推進 など 

—５．多様な主体の交流・連携がより活発な圏域の実現 

観光交流の強化、都市・農山漁村の交流・連携、多文化共生社会の実現、「新たな公」による地域

づくり など 
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（２）埼玉県５カ年計画（平成 24 年 6 月策定／埼玉県） 

「埼玉県５カ年計画」は、埼玉県が概ね10年後の目指すべき姿と県政の基本的な方向性を示すべく平成

２４年６月に策定したものです。 

ここでは、埼玉県の行政施策の基本的な方向性について内容を抜粋して示します。 

【埼玉県５カ年計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜埼玉県が目指す将来の姿＞ 

「安心・成長・自立自尊の埼玉へ」の実現に向けた３つの視点 

【安心を実感する埼玉】 

安心して子どもを産み育てられ、また、高齢者が地域で見守られながら安心して暮らせる

社会 

【チャンスあふれる埼玉】 

未来を見据え活力ある社会、地域社会が活性化し、夢を実現する機会にあふれた社会 

【生活を楽しむ埼玉】 

みどりの空間が広がり、豊かな自然環境が保たれる社会、地域の歴史や景観の力をより高

め、広く親しまれていく社会 

＜挑戦すべき課題と戦略＞ 

—戦略１ 大規模災害への備え 

地域防災計画（震災対策）、公共施設の耐震化、緊急輸送道路に架かる橋りょうの耐震補強、流域

下水道施設の耐震化 など 

—戦略２ 世界水準の中小企業育成 

新たな市場開拓、水ビジネス参入の流れ、食品産業、自動車関連産業、流通加工業など埼玉の特性

を生かした産業の誘致、豊かな田園環境と調和した産業基盤の整備 など 

—戦略３ 埼玉農業の競争力強化 

埼玉農産物の海外展開への取組、埼玉農産物のブランド化への取組 など 

—戦略４ 新エネルギー埼玉モデルの構築 

—戦略５ みどりと川の再生 

みどりの再生（身近な緑の保全・創出・活用、多様で健全な森林の整備・保全）、川の再生、生物

多様性保全の推進 など 
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（３）都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（平成 21 年 11 月策定／埼玉県） 

埼玉県が和光都市計画区域の土地利用の仕方、公共設備の整備などについて、将来の見通しや目標を明

らかにして都市計画の方針を示したものです。 

将来都市像【心和み、光輝くまち ホームタウン 和光】 

＜土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針＞ 

商業業務地 駅北側の市街地整備（和光市駅周辺地区）、歴史的背

景を活かし  生活の拠点形成（白子二丁目地区）。 

工業地 周辺環境に配慮した生産拠点（松ノ木島周辺地区）、新産業

や物流機能等の集積地（和光北インター周辺地区）、景観に配慮した

工業地（本町周辺地区）、街道沿線の業務地形成（中央一丁目・二丁

目周辺地区） 

住宅地 生活環境の整備推進を図り自然と調和した住宅地の形成（新

倉、下新倉周辺地区）、地区の特性に配慮した良好な住宅地の形成

（中央土地区画整理事業施行地区）など 

＜主要な施設の整備の方針＞ 

道路 都市間を結ぶ路線の整備 

    都市計画道路３・２・１３号志木和光線 

地区内を結ぶ路線の整備 

    都市計画道路３・４・２号宮本清水線 

    都市計画道路３・４・４号諏訪越四ツ木線 

    都市計画道路３・４・６号北口駅前線 

 

＜主要な市街地開発事業の決定の方針＞ 

中央第二谷中土地区画整理事業地区 

和光市駅北口土地区画整理事業地区 

和光北インター地区土地区画整理事業地区 
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（４）和光市第四次総合振興計画（平成 2３年 3 月） 

市民との協働によるまちづくりを進めていくこと、自然環境と都市機能との調和がとれた住環境を形成

しているという魅力を受け継ぎ、誰もが安心して住み続けられることができるようなまち、「快適環境都市」

を目指すこととしています。 

将来都市像 【みんなでつくる 快適環境都市 わこう】 

 ４つの基本目標 

 Ⅰ 快適で暮らしやすいまち（都市基盤） 

 Ⅱ 自ら学び心豊かに創造性を育むまち（教育・文化・交流） 

 Ⅲ 健やかに暮らしみんなで支え合うまち（保健・福祉・医療） 

 Ⅳ 安らぎと賑わいある美しいまち（生活・環境・産業） 

 

実現に向けた方針（都市計画マスタープランとの関連箇所） 

駅北口、中央第二谷中、越後山、和光北インター地区及び白子三丁目中央地区での土地区画整理事業を

進め、地域の特色を生かした安全・安心で快適なまちの整備を推進すること、景観については、まちの特

色や地域の個性を生かした良好な景観を形成すること、道路・公園・上下水道については、計画的に整備

を推進する、などの方針を掲げています。 

 

Ⅰ 快適で暮らしやすいまち（都市基盤）の基本施策 

基本施策ⅰ 良好な市街地の整備 

施策１ 中心市街地にふさわしい駅北口周辺の準備（和光市駅北口地区周辺の計画的な市街地形成の推進） 

施策２ 交通の利便性を生かした産業拠点の整備（和光北インター地域に新たな産業拠点の整備） 

施策３ 良好な景観形成の推進（まちの特色や地域の個性を生かした良好な景観形成の推進） 

 

基本施策ⅱ 快適な住宅地の整備 

施策４ 良好な居住環境の形成（中央第二谷中、越後山及び白子三丁目中央地区の計画的な土地整備の推進） 

施策５ 安心して暮らせるまちづくりの推進（協働による安全・安心して暮らせるまちづくりの推進） 

 

基本施策ⅲ 安全で快適な道路環境の整備 

施策６ 安全で快適な道路の整備（市民の目線に合わせた道路の整備と歩道の段差解消） 

施策７ 交通安全対策の推進（交通安全に対する意識を高め、安全に通行できる道路環境の整備） 

施策８ 都市計画道路の整備（広域的な交通需要に対応できるよう、効率的な道路網を形成） 

 

基本施策ⅳ 憩いと交流のための公園整備と管理 

施策９ 計画的な公園の整備と維持管理の充実（憩いや安らぎを感じられるような公園の整備及び管理） 

施策 10 県営和光樹林公園の有効活用（市民が触れ合い、憩い、安らぎを感じられるような有効活用） 

 

基本施策ⅴ 上・下水道サービスの提供 

施策 11 安全な水の安定供給（市民がいつでも安心して飲める安全な水の安定供給） 

施策 12 公共下水道利用の推進（公共下水道認可区域における公共下水道利用の推進） 

施策 13 雨水対策の推進（安心して暮らせるよう集中豪雨などによる雨水対策の推進） 
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２－２．関連計画 

（１）和光市景観計画（平成 21 年 12 月） 

まちの特色や地域の個性を生かした良好な景観を市民、事業者及び市が一体となって守り、育て、創っ

ていく活動を推進し、市民のまちづくりへの愛着や誇りを育み、良好な景観を次世代に継承していくこと

を目的としています。 

景観づくりの目標 

まちに愛着を抱き、誇りに感じる『都心に近い緑豊かなふる

さと』景観づくり 

景観づくりの基本方針 

(1)都市と自然との調和を大切にする景観づくり 

(2)生活・暮らしに根ざし、歴史・文化の伝承や地域の交流を

通じた景観づくり 

(3)市民生活及び産業活動の活性化に資する景観づくり 

(4)市民、事業者及び市の協働による景観づくり 

景観づくりの方針 

(1)変化に富んだ地形の上に成り立つ基調景観の形成 

(2)まちなみの形成 

(3)景観軸の形成 

(4)景観拠点の形成 

 

 



8 

 

（２）和光市地域防災計画（平成 23 年 4 月） 

災害対策基本法第４２条の規定に基づき和光市防災会議が策定する計画で、和光市の地域に関する災害

対策に関し、和光市、埼玉県及び関係機関、公共的団体等がその全機能を有効に発揮して、市民の生命、

身体及び財産を災害から保護することを目的としています。 

地震被害想定 

東京湾北部地震（マグニチュード７．３）、立川断層帯による地震（マグニチュード７．４）及び和光市

直下の地震（マグニチュード６．９）を想定地震とし行った被害想定の概要は以下のとおりです。 

防災目標 

基本理念「みどりと人間の自然な調和が保たれ、人間の生命が息づく豊かなまちの創出」「災害に強い安

心して生活できるまちの創出」 

３つの基本目標「災害に強い防災体制の確立」「災害に強い市民の育成」「災害に強い防災都市構造」を

掲げられており、その下に具体的目標が位置付けられている。 

避難（避難所について） 

市内の公共施設を避難所として指定している、また、災害の規模や地域、被害の程度により、必要な避

難所を判断し、施設の安全確認を行った後に開設される。 
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（３）第２次和光市環境基本計画（平成 23 年 3 月） 

和光市の環境をより良くしていくために、市民、事業者及び市が一緒になってどんな取組をすべきなの

かを示し、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。 

基本理念 

○ 環境の保全は、現在及び将来の市民が健全で良好な環境の恵みを受けられ、将来にわたって維持され

るように適切に推進されなければならない。 

○ 環境の保全は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会が構築されるよう

に、すべての人々の取組によって適切に推進されなければならない。 

○ 環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることにかんがみ、すべての人々が

地球環境の保全を自らの課題として認識し、すべての活動において推進されなければならない。 

計画の目標 

和光市の課題に対応するため、以下の３つの「望ましい姿」を柱として、具体的で実効性のある環境施

策を展開するとしている。 

１ 豊かな水と緑を守り育み伝えるまち 

２ 住み良い環境を未来につなぐまち 

３ 環境を育てる心がつながるまち 
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（４）和光市農業基本構想（平成 22 年 6 月） 

経営目標 

○ 和光市は、農業が職業として選択しえる魅力とやりがいのあるものとなるよう、将来（概ね１０年後）

の農業経営の発展の目標を農業経営の発展をめざす農業者が、他産業従事者並みの年間農業所得、

年間労働時間の水準を実現し、農業生産の相当部分を担う構造を確立していくことを目指す。 

農業経営基盤強化促進事業に関する事項 

○ 埼玉県が策定した「農業経営基盤強化促進基本方針」に即しつつ、和光市農業の地域特性を十分踏ま

えて、農業経営基盤強化促進事業を行うとともに、高齢化による遊休農地の増加、それに伴う乱開

発の防止に力を注ぎ、和光市の農業の未来に明るい希望が持てるよう努力する。 

農地利用集積円滑化事業に関する事項 

○ 認定農業者等への農地の利用集積が進んできているが、経営農地は比較的分散傾向にあり、農作業の

効率化等が図られず、担い手の更なる規模拡大が停滞している。また、今後は更に農業従事者の高

齢化が進み、このままでは担い手が受けきれない農地が出てくることが予想される。 

○ こうした課題を解決するには、農地の利用の集積の円滑化を図る必要があり、当該事業の実施主体は、

①担い手の育成・確保、担い手に対する農地の利用集積の積極的な取組、②担い手に関する情報や、

農地の利用に関する今後の意向等の農地の各種情報に精通、③農地の出し手や受け手と積極的に関

わり合い、農地の利用調整活動を実施する体制の整備、等の条件を満たす者とする。 

地域社会における都市農業活性化の方向 

○ 都市の特性を活かした農業の展開を図るため、次に掲げる事業を推進する。 

事   業 重 点 施 策 

１ 優良農地の保全 

・担い手への農地の集積  ・坂下土地改良区清掃事業 

・花景観作物の植栽    ・生産緑地の維持 

・廃ビニールの回収 

２ 地産・地消の推進 

・農産物直売センター、庭先販売の販売促進 

・学校給食への供給    ・食育の推進 

・学校農園の推進 

３ 有機農業の推進 
・牛糞堆肥の活用     ・循環型農業の推進 

・エコファーマーの推進  ・緑肥作物の推進 

４ 経営合理化の促進と 

先端技術の導入 

・援農ボランティア制度の導入 

・農業関係講習の実施   ・新技術の導入 

５ 担い手の育成 

・農産物直売団体の強化及び充実 

・出荷組合（宅配出荷、量販店出荷等）の強化及び充実 

・農業後継者倶楽部の強化及び充実 

６ ふれあい農業の推進 

・駅前農業体験教室の開催 

・農業後継者倶楽部による収穫体験教室（夏・秋）の開催 

・観光農園（じゃがいも、とうもろこし、さつまいも、いちご、

梨、巨峰）の推進 

・市民農園の活性化    ・農業体験型農園の推進 



11 

 

３３．．和和光光市市のの現現況況    

平成22年都市計画基礎調査等を踏まえ、人口、産業、土地利用、道路・公園整備状況などについて基礎

的データの更新を行う。 

３－１．人口 

（１）人口・世帯数 

人口と世帯数はともに増加を続けています。全国の人口は横ばい、埼玉県では緩やかに増加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．人口・世帯数の推移（国勢調査） 

 

（２）年齢別人口 

生産年齢人口割合が年少人口・老齢人口割合に比べて高く（71.6％）、平均年齢39.6歳とともに、県内

第１位となっています。高齢化は低いですが確実に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．年齢 3 階級別人口の推移（国勢調査） 
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３－２．産業 

（１）産業構造 

第２次産業人口の減少と第３次産業人口の増加が顕著です。第１次産業人口はほとんどいません。第３

次産業は、全国平均（73％）と比較すると、10％程度多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※分類不能を除く 

図．産業 3 区分別の就業者数の推移（平成 22 年国勢調査） 

 

（２）農業  

平成22年の農家数は130戸、農家人口は593人、平成17年から約2/3へと大きく減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．和光市の農家数・農家人口（農業センサス） 
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（３）工業  

平成22年の工業系事業所数は88、従業者数は1,527人となっている。製造品出荷額等は、平成18年

から22年にかけて減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※従業者 4 人以上の事業所の集計結果 

図．和光市の事業所数・製造品出荷額等（工業統計調査） 

 

（４）商業  

平成19年の商店数は335、商品販売額は、卸売は横ばい、小売は減少傾向を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．和光市の商店数・卸・小売販売額（商業統計調査） 
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３－３．住宅・土地 

（１）土地利用 

宅地が和光市駅周辺を中心に分布しており、市の約半数を占めています。次いで畑が約１割を占めてい

ます。畑は東武東上線北側の地区や市街化調整区域等に多く見られます。 

朝霞市（Ｈ22）と比較すると、宅地は和光市46％、朝霞市38％、田畑は和光市11％、朝霞市14％と

なっています。埼玉県（Ｈ24）との比較では、宅地は20％、農地は21％で、県内の宅地率は、相対的に

高くなっていることが伺えます。 

田

0.4  

0 %

畑

126 . 8  

11 %

宅地

507 . 4  

4 6%
山林

8 .0  

1 %

雑種地

109 .3  

10 %

その他

352 .1  

3 2%

総数

1 , 104ha

 

図．平成 24 年度 地目別土地面積（課税課） 

 

図．平成 24 年度 土地利用現況図（都市計画基礎調査） 
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３－４．道路・交通 

（１）広域幹線道路ネットワーク 

首都圏を連絡する高速道路として東京外環自動車道および首都高速５号線、本市と周辺市を結ぶ主要幹

線道路として国道298号、国道254号、国道254号バイパス、国道17号、その他、市内の骨格的な道路

として国道254号、県道練馬川口線、県道新倉蕨線などがあります。 

平成25年３月、東京メトロ副都心線と東急東横線の相互直通運転が行われ、本市の利便性は更に高まっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．鉄道および道路網図 
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（２）地域交通ネットワーク 

国県道は、幅員12ｍ以上あるが、その他の道路は大半が6ｍ未満、4ｍ未満の狭あい道路も多いです。 

都市計画決定されていない主要生活道路と区画道路について、優先順位を設定し整備推進中ですが進捗

率は1％にとどまっています。 

土地区画整理事業区域でも事業化が予定されていない地域では、事業の長期化が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幅員別道路現況図 

（和光市道路整備基本計画） 

道路網計画図 

（和光市道路整備基本計画） 

優先整備順位路線図：主要生活道路 

（和光市道路整備基本計画） 

優先整備順位路線図：区画道路 

（和光市道路整備基本計画） 
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○和光市道路整備実施計画について（平成21年７月） 

①市民の視点を考慮した優先順位の設定 

市民評価委員会の評価結果による優先整備順位を基本としながら、４４路線の整備箇所を設定しました。

今後は、総合振興計画実施計画に基づいた事業予算により、合意形成が整った路線ごとに用地買収、道路

築造を行ない、財政負担への配慮を図りながら、事業の展開を図ります。 

②狭あい道路の解消に係る取り組み 

買取を基本とした拡幅用地・隅切り用地の確保を図りながら、積極的な狭あい道路の解消に向けた道路

整備の取り組みを推進します。 

□狭あい道路の解消、買取による積極的な拡幅用地の確保、拡幅整備・維持管理 

幅員4.0m 未満の市道（市街化調整区域を含む和光市内全域）を対象に狭あい道路の拡幅整備を推進し

ます。（ただし、事業認可された市街地開発事業を除く。） 

□買取による積極的な拡幅用地の確保 

この取り組みでは、より積極的な狭あい道路の解消を目指すため、「買取」を基本とした拡幅用地・隅切

り用地の確保を図ります。 

□拡幅整備・維持管理 

拡幅用地は道路として公共の交通の用に供するため、市で拡幅整備を実施します。なお、整備後の補修

など維持管理についても、市で実施します。 

□買取基準」・私道の受け入れ基準 

「和光市道路・水路等新設改良に係る土地の

買収基準」を見直します。 

□私道の受け入れ基準 

「和光市私道等受入れに関する取扱基準」を

見直します。 

□計画幅員の見直し 

道路整備基本計画において道路の位置づけに

応じて標準的な幅員の考え方を示しました。実

施計画では、拡幅に当たって考慮すべき事項を

整理し、これを踏まえた実現性のある計画幅員

見直しの方針を定めました。 

市道の優先整備道路 

（和光市道路整備実施計画） 
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（３）公共交通ネットワーク 

鉄道駅から半径500ｍ、バス停（コミュニティバス）から半径250ｍの範囲に含まれないエリアを公共

交通不便地域とし下図に示しました。新倉２・６丁目、下飯倉４・５丁目、白子小付近、中央２丁目等か

ら最寄バス停へのアクセス性の改善が望まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．主要なバス停の分布 

広沢 

中央２丁目

白子小付近

下飯倉４丁目

新倉６丁目

新倉２丁目

本町 

下飯倉５丁目 
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３－５．教育・福祉 

（１）公共・公益施設 

本市の主な公共・公益施設は以下の通りです（保育クラブ除く）。本市では、年々児童生徒数が増加して

おり、更に、今後も、児童生徒数の増加が見込まれています。学校の配置をみると、市の南側には中学校

３校と小学校５校が配置されていますが、北側には小学校３校となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．市内の主な公共・公益施設等 
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小学校と中学校の校区は以下のとおりです。大和中学校区は、徒歩40分以上かかる地区が含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．小学校区及び中学校区 
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（２）都市公園・緑地 

本市には、県営和光樹林公園をはじめ、５か所の都市計画公園あり、和光市アーバンアクア公園（下水

処理場上部）は、開設にむけて整備が進んでいます。この他、都市公園法に位置づけられた公園が９公園、

その他の公園が37公園（うち市有地23、借地14）あります。 

市民にとって身近な公園である街区公園に、民間開発等の公園のうち0.1ha以上の公園を含めた15公園

について「公園のサービス水準を示す誘致距離※（下記、点線の円）」を示しています。 

また、本市には７か所の市民緑地（ふれあいの森）があり、湧水・緑地の保全・育成等に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．公共・公益施設、公園・スポーツ施設の分布 
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本市の緑被率1は、以下のとおりです。市街化区域は、10％以上から40％未満が多く、市街化調整区域

は、40％以上が多くなっています。駅周辺や本町、白子３丁目は、他の地域と比較し低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．緑被率の分布

                                           
1 緑被率：地域全体に占める緑被地の割合のこと。和光市全域の航空写真から市内の緑の状況を把握し、一団で 10 平方メート

ル以上の面積を占める緑被地を対象として調査しました。 



23 

 

 

３－６．景観 

本市の地形は、北側の低地と南側の台地とに大きく区分され、斜面林が随所に残っています。 

本市の河川は、荒川とその支流（新河岸川、越戸川、白子川、谷中川）で構成されます。 

斜面緑地の多くは、民有地にあります。また、屋敷林等の緑や畑、街路樹も本市の景観を形成する重要

な要素です。 

人工的要素として、道路、鉄道・駅、橋梁、公園、ランドマークとなる建物及びその周辺環境があり、

暮らし・歴史文化的要素として、社寺・遺跡・街道跡、新倉ふるさと民家園などがあります。 

 

（右）主な自然景観資源 

（和光市景観計画） 

（下右）主な歴史文化的景観資源 

（和光市景観計画） 

（下左）主な都市景観資源 

（和光市景観計画） 
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３－７．農地 

認定農業者等への農地の利用集積が進んできているが、経営農地は比較的分散傾向にあり、農作業の効

率化等が図られず、担い手の更なる規模拡大が停滞しています。 

また、今後は更に農業従事者の高齢化が進んでいくことが予想され、このままでは担い手が受けきれな

い農地が出てくることが予想されます。 

平成21年に農業経営基盤化促進法が改正されたことを受けて、農地の集約化の促進活動が新たな事業と

して定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．生産緑地と土地利用現況図 
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３－８．防災 

（１）避難場所・緊急輸送道路 

和光市地域防災計画により、下記の避難所及び予備避難所、緊急輸送道路が指定されています。 

表．市内の避難場所・避難道路 

 名称 

避難所 下新倉児童センター、向山地域センター、白子コミュニティセンター、白子宿地

域センター、牛房コミュニティセンター、白子小学校、吹上コミュニティセンタ

ー、しらこ保育園、城山地域センター第四小学校、第三小学校、中央公民館、北

原小学校、新倉高齢者福祉センター、勤労青少年ホーム、新倉児童センター、新

倉小学校、新倉北地域センター、新倉コミュニティセンター、坂下公民館、和光

高等学校、勤労福祉センター、第二中学校、総合児童センター、広沢小学校、総

合体育館、本町地域センター、本町小学校、大和中学校、第五小学校、南地域セ

ンター、総合福祉会館、第三中学校、運動場、南公民館、みなみ保育園 

予備避難所 和光国際高等学校、和光特別支援学校、和光南特別支援学校 

緊
急
輸
送
道
路 

国道 国道 17 号新大宮バイパス、首都高速５号池袋線、東京外かく環状道路、国道 298

号、国道 254 号、国道 254 号バイパス 

主要地方道 練馬川口線、和光インター線 

県道 新座和光線、和光志木線、新倉蕨線、東京・朝霞線 

町道 市道１号線 、市道 378 号線、 市道 404 号線 、市道 406 号線 、市道 407 号線 、

市道 408 号線 、市道 412 号線 、市道 475 号線 、市道 476 号線 、市道 481 号

線 、市道 511 号線 、市道 522 号線 、市道 524 号線 、市道 526 号線、市道 527

号線 、市道 528 号線 、市道 529 号線 、市道 537 号線、市道 2002 号線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．和光市避難路      
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図．和光市洪水ハザードマップ 新河岸川 
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図．和光市洪水ハザードマップ 荒川 
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図．和光市地震ハザードマップ 揺れやすさ 
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図．和光市地震ハザードマップ 危険度 
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４４．．和和光光市市のの市市街街地地整整備備のの現現況況  

４－１．都市計画の現況 
４-１-１．土地利用に関する都市計画 

（１）区域区分 

平成24年度末の都市計画区域面積は1,104ha（市域の100％）、うち市街化区域面積が66％、市街化

調整区域は34％となっています。 

表．都市計画区域の指定状況 

区域区分 市街化 市街化調整 最終区域区分

区域面積 区域面積 区域面積 変更年月日

面積（ha） 1,104 733 371

構成比（％） 100.0 66.4 33.6
H21.11.20

 

 

（２）用途地域 

和光都市計画区域には住居系用途地域を中心に以下の９種の用途地域が指定されています（H25.6）。 

昭和42年９月指定以降、９度の変更が行われていますが、指定区域の面積（ha）に変更はありません。 

表．用途地域の指定状況 

第一種 第一種 第二種

中高層住居 住居地域 住居地域

専用地域

面積

（ha）

構成比

（％）

近隣商

業地域

5.3

0.7

60.9

8.3

工業専

用地域

13.8

1.9

98.2 732.9

36.6 28.1 1.2 7.7 2.0 13.4 100

268.4 206.1 8.9 56.7 14.6

住居系

合計準住居

地域

商業地

域

準工業

地域

工業地

域

工業系商業系
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図．都市計画図 
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４-１-２．都市施設に関する都市計画 

（１）道路 

本市には１４路線の都市計画道路が決定され、総延長約21,120ｍ、完成延長約14,790ｍ、整備率

70.0％となっています。 

平成16年「長期未整備都市計画道路の見直しガイドライン（平成16年策定・埼玉県）」に基づき、見直

し作業を進め、「見直し候補路線」を対象に、将来道路網の需要予測などを踏まえ、「見直し路線」を選定

しました。その結果、下記３路線の廃止について、平成21年３月６日、都市計画の変更を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．都市計画道路
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図．和光市周辺の幹線道路網及び交通量 

（交通量は平成 22 年度道路交通センサスより） 
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５５．．都都市市計計画画をを取取りり巻巻くく社社会会経経済済のの潮潮流流のの把把握握・・分分析析  

都市計画マスタープラン策定から11年あまりが経過し、その間に社会情勢の変化や新たな都市基盤の整

備による土地利用の変化があった。また、制度面の変化、まちづくりを取り巻く状況も大きく変化し、対

応すべき新たな課題が生じている。 

（１）財政面の制約による公共投資の環境変化 

経済を取り巻く社会環境として、我が国経済は、バブル経済崩壊以降の２０年間、低成長の時代が続い

ています。 

本市は、これまで地方交付税の不交付団体であるなど、十分な財政を背景にした行政サービスを展開し

てきました。しかしながら、経済情勢の悪化に伴う市税の減収など本市の財政状況は厳しくなっています。 

今後は財政状況を十分に踏まえ、公共投資のあり方（新規整備と維持管理のバランス、重点化等）や住

民と行政とのパートナーシップのあり方等を具体化することが求められます。 

（２）少子高齢化の進展 

我が国の総人口は2004年をピークに減少に転じており、2020年代後半には全ての都道府県で人口が

減少すると予測されています。さらに、65歳以上の高齢者の割合は2005年には約20％であるが、2025

年には約30％を超えると予測されており、全国的に高齢化が進展します。 

本市の人口は今後も増加をつづけ、若年層が多いことやその若年層の流動が著しいことが特徴となって

います。しかしながら、今後は、緩やかに高齢化が進むものと予測され、これに対する準備が必要です。

また、若年層やファミリー層が住み続けたいと思う環境を一層整えることも必要です。 

 

図．和光市の人口推移（第四次和光市総合振興計画基本構想） 

（３）美しい景観づくりへのニーズ拡大 

近年、美しい街並みや良好な景観に対する人々の意識が高まっており、平成１６年の景観法の制定以降、

各地域で都市景観の向上に関する様々な取り組みが行われています。 

本市は、平成２２年に景観法にもとづく「景観行政団体」に移行するとともに、良好な景観の誘導を図

るため、同法に基づく「和光市景観計画」を策定し、この景観計画の運用等に関する事項を定める「和光

市景観条例」を制定しました。 
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（４）まちづくりの方向性 

集約型都市構造の実現を目指して、平成１８年に「まちづくり三法」の見直し（都市計画法、中心市街

地活性化法、大店立地法の改正）が行われました。 

平成２１年の社会資本整備審議会「都市政策の基本的な課題と方向検討小委員会」における報告では、

「豊かで活力ある持続可能な都市」を将来次世代に引き継ぐために、「ビジョン実現型」の都市政策への転

換や、多くの都市が目指すべき基本的方向は「エコ・コンパクトシティ」であり、人口減少や財政成約等

に対応するためには、「集約的都市構造」をもつコンパクトシティを目指すべきである、とされています。 

本市では、無秩序な市街化を防止するために平成18年に「和光市まちづくり条例」を制定し、一定規模

以上の開発行為について道路や排水設備などの必要な公共施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準の

確保を進めています。 

 

図．「集約型都市構造の実現に向けて」抜粋（都市交通施策と市街地整備施策の戦略的展開／国土交通省） 

 

（５）防災・減災意識の高まり 

近年の局地的な豪雨（ゲリラ豪雨）の多発や、大規模地震の発生等により防災・減災対策の重要性が再

認識されています。 

本市は、地域によっては、救急車両の進入が困難な狭隘道路や歩道が確保されていない道路があるなど、

災害時の安全性が確保されていない箇所があるため今後も災害に強いまちづくりに努める必要があります。 

 


